
図-1 泉南市西信達小学校区周辺図（1973 年・抜粋） 

写真-1 府道岡田浦停車場線と岡田浦駅と小学校（1973 年） 
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大阪府では、通学路の安全対策は早急の課題ではあるが、用地買収を伴う歩道設置は沿道の利用状況等に

より期間を要するだけではなく、その対策費用も大きくなる場合があるため、当該路線では、現道の幅員内

で短期間に実施することとなりました。 

今回は、既成市街地（鉄道駅に隣接する小学校の通学路）での道路空間の再配分に際して、電柱の占用業

者や地元自治会の協力を得てハード対策を行うとともに、地元小学校や地元警察と連携を図り交通安全教育

も併せて実施しました。また、その整備効果の検証を行った岡田浦停車場線の事例を紹介いたします。 

 

キーワード 通学路，交通安全，無電柱化，グリーンベルト，地域連携  
 
 

１． はじめに 

 

当地区は、大阪市の中心部から約 40ｋｍ、和歌山

市の中心部から 20ｋｍに位置し、古くは、岡田浦漁

港の港町として栄えました。また、近年では、関西

空港の対岸に位置し、マーブルビーチ（恋人の聖地）

にも隣接しているため、「復活させよう、豊の海、俺

たちの大阪湾」をモットーに地引き網体験や体験漁

業なども行われており、観光漁業へも取り組んでい

る港町です。 
本路線は、南海電車「岡田浦駅」から漁港へ至る、

昔ながらの街並みを抜ける延長 205ｍ幅員が４～６

ｍの狭隘な一方通行の停車場線であり。また、踏切

を挟んで山側には、大苗代岡田浦停車場線がありま

す。併せて、岡田浦駅に隣接する西信達小学校の通

学路として古くから利用されてきました。 
 

２． 現状と課題 

 

現在の道路は、大正 12 年（1923 年）４月に泉南

郡西信達村岡田停車場（現在の南海電車「岡田浦駅」）

から泉南群岡田（漁港）までを結ぶ鉄道駅と漁港の

アクセス道路として路線認定され、地域の幹線道路

として地域の流通を支えてきました。また、駅に隣

接する西信達小学校の歴史も古く明治６年（1873
年）に創立され、明治 20 年（1887 年）に現在の場

所に設立されから地域には多くの卒業生がおり、現

在も 426 名の生徒が通学しています。 
西信達小学校では、「交通安全子供自転車大阪府」

に泉南警察署代表として出場するなど、交通安全教 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

← 当該路線 

岡田浦駅 
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図-2 道路構造 

写真-2 朝の通学風景（小学校山側より） 
写真-3 朝の通学風景（小学校海側より） 

図-3「西信達地区地域教育協会だより」より 

育にも熱心に取り組んでいます。 
利用状況では、朝、夕のラッシュ時には周辺の住宅

地から駅への送迎で多くの車が往来する路線となっ

ており、特に、朝のラッシュ時には通学の生徒と送

迎の車両との錯綜が見受けられ、早急な安全対策が

必要とされている。しかし、旧家屋が連担して建設

されており、現道を拡幅して歩道設置を行う事は、

昔ながらの街並みを取り壊す必要があります。 
現地の道路構成を確認したところ、外側線が設置

されている区間（駅周辺）では、道路端部より 50
ｃｍの箇所（図-2）にあり。また、狭隘部には外側

線も無い状況でした。そのため、歩行者の動線確保

が出来ず、歩行者と車両が錯綜する状況であり。さ

らに、路肩には電柱等の占用物件もあり、電柱を避

けて道路中央を通る必要があり通行車両に接触する

可能性のある危険な状態にありました。 
 
３． 道路空間の再配分（取組内容） 

 

(1)  道路区域内の確認 

a)道路幅員の確認 
車道の外側線が道路の幅員に関係なく、道路端 50

ｃｍの位置に設置されており、歩行空間は、50ｃｍ

幅で、車道幅員が道路幅員に併せて広く又は、狭く

なっていました。 
b)道路内の占用物の集約及び移設 

道路には、電柱（３本・電柱幅約 60ｃｍ）が、道

路の両側に設置（北側に通信、南側に電力）されて

いました。 
c)利用状況の確認 

通学路の状況を確認。歩行空間が明確で無いため、

小学生は、道路の真ん中（写真-2・3）を歩いたりし

ていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2)  対策内容 
a)グリーンベルトの設置（歩行空間の設置） 

車道幅員を３．０ｍとし、片側（学校と反対側）

から３．０ｍの位置に外側線を設置し、歩行空間を

明示するために、グリーンベルトを設置した。（図-2） 
併せて、駅前には、送迎車両が入るため「歩行者

優先」（写真-4）のシールで表示した。 
b) 電柱の移設（施設帯幅も活用） 

電柱は、集約と道路外（小学校用地）に移設を行

った。現地立会の際には、地元区長、学校長、警察

と関係機関で行った。 
c) 利用者（小学生）への説明 

整備を夏休み中に実施したため、夏休み明けの集

会にて対策内容の説明を安全担当の先生より小学生

に説明を行った。 
d) 交通安全教室の実施（泉南警察署） 

警察署員による交通安全教室を実施。路上駐車が

有る場合の回避方法や、学校に隣接して踏切もある

ことから踏切の渡り方などを紹介・体験した。 
e) 対策の地元周知 

地元の便り（西信達地区地域教育協議会だより）

に掲載頂き、地域の方々にも整備内容を周知した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グリーンベルト 

３．０ｍ  新たな 
歩行空間 

↓外側線 

写真-4 歩行者優先 

道路の中央まで、 
はみ出す。 
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図-4 道路平面図（電柱の位置） 

写真-5 整備後の通学風景（小学校海側より） 写真-6 整備後の通学風景（小学校山側より） 

学校前の通学路（約１８０ｍの区間） 
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４． 歩行空間整備の効果検証 

 

今回は、ハード整備だけでなく、夏休み明けの集

会時にグリーンベルトの説明や警察官や安全員さん

の見守り、併せて、危険個所は先生が見守りを行い。

通学時の安全確保を行っている。また、警察署署員

による交通安全教室の開催など継続的なソフト対策

も行っている。 
グリーンベルト設置後の通学路状況は、グリーン

ベルトで歩行空間が明確化した事によって生徒が車

道部にはみ出さなくなり（写真-5）、車両もグリーン

ベルトを避けて右寄りを走行するようになった。 
電柱を道路外へ移設した事によって、生徒がグリ

ーンベルトをまっすぐ歩けるようになった。（写真-6） 
 
５． 今後の課題 

 

夏休み期間中に対策を実施する事としていたた

め、外側線とグリーンベルトの設置、電柱の移設（２

本）は完了したが、電力事業者と通信事業者の電柱

を集約する分の電柱撤去や小学生が道路を横断する

箇所（視距不足）にある不法看板の撤去など、まだ

まだ、ハード整備を行う箇所は残っている。また、

通学路（グリーンベルト）に路上駐車があり、地域

での道路の使い方を継続的に啓発する必要もあり。 

本来、照明や電柱など施設帯幅の中に有るべきだ

が、道路が長年使われてきたなかで車両の大型化や

交通量の増加に対応するべく車が主体の整備が行わ

れ、歩道設置等の歩行者への安全対策が遅れてきた。

また、ハードだけの整備では限界にきており、より

効果を発揮するためには、ソフト対策も連携して実

施する必要もあります。 
併せて、電気や通信需要に対応するために、道路

内に電柱を設置することが当たり前な状況でしたが、

今後は、安易に道路内に建柱するのでななく、沿道

の利用状況や交通形態を考慮して整備を進める必要

があります。 
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６． 新たな取組 

 

道路管理者と道路利用者の意見を取り込みながら

整備を進める必要はあるが、交通安全の整備を考え

れば、交通分離を行うフルモル化(歩行者天国)など

も今後検討すべきと考えます。 

(1)  地元区長からの移設依頼 
道路管理者が、道路区域外へ電柱を移設する場合

費用負担が発生する場合があるが、電力事業者の場

合ですが地元区長からの依頼であれば、費用負担が

発生しなかった。 
(2)  技術者が足りない 

交通安全対策事業は、道路の利用状況調査や地元

の説明にきめ細かな対応が必要な状況ですが、多く

の技術者は、工事発注の設計・積算業務の対応で多

忙な状況にありながら、事業実施には、関係機関と

の調整事など時間と人が必要な状況です。今回は、

地元の協力を得て対策実施の一部を行って頂いたが、

地元の安心安全を確保するためには、技術者の育成

が欠かせない状況です。 
 

７． 最後に 

 

今回の現場では、地元の「地域を大事にする気持

ち」を強く感じました。施工は、電柱の移設とグリ

ーンベルト設置でしたが、「地元の子供たちが通学路

に利用するためだから」と地元区長から電柱の移設

依頼をして頂き、小学校の校長先生には沿道地権者

への説明を行なって頂くなど、色々とご協力頂きま

した。 
技術者が減少傾向の中で設計や積算も大切ですが、

現場での細やかな気遣いで気づく小さな取組こそが

事業を推進させる事につながります。大変な負担に

なるかも知れませんが、通学路の安全対策だけでな

く、無電線・無電柱化への取組みも行い、さらには

「地域愛」に気づく事が出来ました。 
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